
令和２年１月９日 

 

一般社団法人 投 資 信 託協 会 

会 長 松谷 博司 殿 

 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 

代表取締役社長 梅本 賢一  ㊞ 

 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則

第 10条第１項第 17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

（１） 資本金の額 

① 資本金の額（2019年 10月末日現在） 

委託会社の資本金の額は金 4億 20万円です。 

② 発行する株式の総数 

委託会社の発行する株式の総数は 14万 6,400株です。 

③ 発行済株式の総数 

委託会社がこれまでに発行した株式の総数は 3万 6,600株です 

④ 最近 5年間における主な資本金の額の増減 

該当事項はありません。 

 

（２） 委託会社の機構 

① 会社の意思決定機構 

経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方

針を決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全

般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、

社長に事故有るときにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関

して管理監督する機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会

は、委託会社が法律上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、

法律により許可されているすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の

会計監査及び業務監査を行います。 



② 投資運用の意思決定機関 

（イ） 市場環境分析・企業分析 

ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及

び基本投資戦略の協議・策定を行います。 

（ロ） 投資基本方針の策定 

最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場

見通し・投資方針等を策定します。 

（ハ） 運用基本方針の決定 

「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マ

ネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されま

す。 

（ニ） 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築 

ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定

し、最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への

投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、

売買の指図等を行います。 

（ホ） パフォーマンス分析、リスク分析・評価 

ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方

針の確認・見直しを行います。 

 

２．事業の内容及び営業の概況 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資

信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投

資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務（投資

運用業）、投資助言業務（投資助言・代理業）及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行

っています。 

現在、委託会社が運用を行っている投資信託（マザーファンドは除きます）は以下の通りです。 

（2019年 10月末日現在） 

ファンドの種類 本 数 純資産総額（百万円） 

追加型株式投資信託 57 244,997 

単位型株式投資信託 4 11,615 

 



３．委託会社等の経理状況 

（１）財務諸表の作成方法について 

委託会社であるＳＢＩアセットマネジメント株式会社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第 59号。以下、「財務諸表等規則」という。)、

並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６

日内閣府令第 52号）により作成しております。 

また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

和 52年大蔵省令第 38号）並びに同規則第 38条及び第 57条の規定に基づき、「金融商品取引業

等に関する内閣府令」（平成 19年８月６日内閣府令第 52号）に基づき作成されております。 

なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

（２）監査証明について 

当社は、金融商品取引法第 193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（自 2018年４月１

日  至 2019年３月 31日）の財務諸表及び当事業年度の中間会計期間（自 2019年４月１日  至 

2019年９月 30日）の中間財務諸表について、太陽有限責任監査法人の監査及び中間監査を受け

ております。 

 



中間財務諸表  

(１)中間貸借対照表 

   (単位：千円) 

  
当中間会計期間 

(2019年９月30日) 

資産の部 
 

流動資産 
 

現金及び預金 677,480 

前払費用 32,687 

未収委託者報酬 482,740 

未収運用受託報酬 137 

その他 12,248 

流動資産合計 1,205,294 

固定資産 
 

有形固定資産 
 

建物 ※1 10,875 

器具備品 ※1 5,593 

有形固定資産合計 16,469 

無形固定資産 
 

電話加入権 67 

ソフトウエア 3,157 

商標権 1,594 

無形固定資産合計 4,818 

投資その他の資産 
 

投資有価証券 1,055,736 

長期差入保証金  19,802 

繰延税金資産 107,528 

その他 1,692 

投資その他の資産合計 1,184,759 

固定資産合計 1,206,047 

資産合計 2,411,341 

 

 

 

 

 

 



  (単位：千円) 

 
当中間会計期間 

  (2019年９月30日) 

負債の部 
 

流動負債 
 

預り金 523 

未払金 351,735 

未払手数料 311,407 

  その他未払金 40,328 

未払法人税等 27,320 

未払消費税等 ※2 3,361 

流動負債合計 382,941 

負債合計 382,941 

純資産の部 
 

株主資本 
 

資本金 400,200 

利益剰余金 
 

利益準備金 30,012 

その他利益剰余金 
 

繰越利益剰余金 1,834,957 

利益剰余金合計 1,864,969 

株主資本合計 2,265,169 

評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △236,768 

  評価・換算差額等合計 △236,768 

純資産合計 2,028,400 

負債純資産合計 2,411,341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(２)中間損益計算書 

  (単位：千円) 

  当中間会計期間 

(自 2019年４月１日 

  至 2019年９月30日) 

営業収益   

委託者報酬 1,268,878 

運用受託報酬 127 

営業収益合計 1,269,005 

営業費用 946,900 

一般管理費 ※1 136,921 

営業利益 185,184 

営業外収益 ※2 36,009 

営業外費用 225 

経常利益 220,968 

税引前中間純利益 220,968 

法人税、住民税及び事業税 31,280 

法人税等調整額 37,559 

法人税等合計 68,840 

中間純利益 152,128 

 



注記事項 

（重要な会計方針） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

         その他有価証券 

           時価のあるもの 

             中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定） 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が８－15年、器具備品が３－15年であ

ります。 

②無形固定資産 

定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。 

 

３．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

      消費税及び地方消費税の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

 

(中間貸借対照表関係) 

 

   ※１  有形固定資産の減価償却累計額 

 
当中間会計期間 

  （2019年９月30日） 

    建物 1,560千円 

    器具備品 2,621千円 

   

   ※２  消費税及び地方消費税の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。 

 

 

（中間損益計算書関係） 

 

    ※１  減価償却実施額 

 
当中間会計期間 

  
(自  2019年４月１日 
  至  2019年９月30日) 

    有形固定資産 1,054千円 

    無形固定資産 1,052千円  

 



※２  営業外収益に属する収益のうち、重要なもの 

 
当中間会計期間 

  
(自  2019年４月１日 
  至  2019年９月30日) 

    受取配当金 36,005千円 

 

 

（金融商品関係） 

金融商品の時価等に関する事項 

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)参照）。 

     

  当中間会計期間（2019年９月30日） 

 中間貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1) 現金及び預金 677,480 677,480 ― 

(2) 未収委託者報酬 482,740 482,740 ― 

(3) 未収運用受託報酬 137 137 ― 

(4) 投資有価証券 

      その他有価証券 

 

1,055,736 

 

1,055,736 

 

― 

資産計 2,216,094 2,216,094 ― 

未払金 351,735 351,735 ― 

負債計 351,735   351,735 ― 

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

資産 

(1)現金及び預金  (2)未収委託者報酬  (3)未収運用受託報酬 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって 

おります。 

(4)投資有価証券 

   その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。 

 

負債 

未払金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって 

おります。 

 



（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区分 中間貸借対照表計上額 

（千円） 

長期差入保証金 19,802 

  長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難 

であることから、時価開示の対象とはしておりません。 

 

 

（有価証券関係） 

    その他有価証券 

      当中間会計期間（2019年９月30日）                                                                                 

区分 中間貸借対照表 

計上額（千円） 
取得原価（千円） 差額（千円） 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 1,055,736 1,397,000 △341,263 

小計 1,055,736 1,397,000 △341,263 

合計 1,055,736 1,397,000 △341,263 

 

 

（セグメント情報等） 

   当中間会計期間（自  2019年４月１日  至  2019年９月30日） 

   （セグメント情報） 

当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

（関連情報） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、

記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1)売上高 

本邦以外への外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

(2)有形固定資産 

本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。 

 



３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円） 

顧客の名称 営業収益 

ＳＢＩ中小型割安成長株ファンド  ジェイリバイブ 

（年２回決算型） 
327,341 

 

（報告セグメントごとの減損損失に関する情報） 

該当事項はありません。 

 

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報） 

該当事項はありません。 

 

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報） 

該当事項はありません。 

 

 

(１株当たり情報) 

１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項     目 
当中間会計期間 

（2019年９月 30日） 

１株当たり純資産額 55,420円 78銭   

（算定上の基礎）  

純資産の部の合計額（千円） 2,028,400   

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ―   

普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（千円） 2,028,400   

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の 

普通株式の数（株） 
      36,600   

 

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項     目 

当中間会計期間 

（自  2019年４月１日 

    至  2019年９月30日） 

１株当たり中間純利益金額 4,156円 51銭   

（算定上の基礎）    

中間純利益金額（千円） 152,128   

普通株主に帰属しない金額（千円） ―   

普通株式に係る中間純利益金額（千円） 152,128   

普通株式の期中平均株式数（株）  36,600   

(注)  潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

 



(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



独立監査人の中間監査報告書 
 

2019年12月６日 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社  

取 締 役 会 御中 

 
太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人  

指定有限責任社員 

業務執行社員 
 公認会計士 本  間  洋  一 

 

指定有限責任社員 

業務執行社員  
公認会計士 石  倉  毅  典 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら

れているＳＢＩアセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第34期事業年度の中間会計期間

（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計

方針及びその他の注記について中間監査を行った。 

 

中間財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用

な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要

な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施する

ことを求めている。 

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省

略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽

表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中

間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、

状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務

諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

中間監査意見 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、Ｓ

ＢＩアセットマネジメント株式会社の 2019年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2019年４月

１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上  

 

※１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 

  ２．XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。 



公 開 日   令和２年 １月１７日 

作成基準日   令和元年１２月 ６日 

 

本店所在地    東京都港区六本木一丁目 6番 1号 

お問い合わせ先  コンプライアンス・オフィサー 


